
健康増進法・施行令・施行規則（全ての改正規定の施行後の条文）※受動喫煙防止に係る部分の抜粋 
健康増進法（平成14年法律第103号） 健康増進法施行令（平成14年政令第361号） 健康増進法施行規則（平成15年厚生労働省令第86号） 

第六章 受動喫煙防止 

 

第一節 総則 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受

動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫

煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を

総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 

 

（関係者の協力） 

第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。

以下この章において同じ。）及び旅客運送事業自動車等の管理権原者（施

設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以

下この章において同じ。）その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じな

いよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図

るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 

 

（喫煙をする際の配慮義務等）  

第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章にお

いて「特定施設等」という。）の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場

所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせるこ

とがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。 

２ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めよう

とするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよ

う配慮しなければならない。 

 

（定義） 

第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三

号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるも

の及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。 

二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することに

より煙（蒸気を含む。次号及び次節において同じ。）を発生させること

をいう。 

三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらさ

れることをいう。 

四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。 

五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをい

う。 

イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なう

おそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第一種施設） 

第三条 第二十八条第五号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とす

る。 

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校

（専ら同法第九十七条に規定する大学院の用途に供する施設を除

く。）、同法第百二十四条に規定する専修学校（二十歳未満の者が主と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（健康増進法施行令第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校及び各

種学校）  

第十二条 健康増進法施行令（平成十四年政令第三百六十一号。以下「令」

という。）第三条第一号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、

専門課程又は一般課程（一般課程においては、二十歳未満の者が主として



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

して利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。）及び同

法第百三十四条第一項に規定する各種学校（二十歳未満の者が主とし

て利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。） 

 

 

二 防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第十四条に規定す

る防衛大学校及び防衛医科大学校 

三 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七

第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定

する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業

能力開発総合大学校 

四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法（平成十一年法律第百九十

九号）第十二条第一項第五号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水

産研究・教育機構の施設 

五 独立行政法人海技教育機構法（平成十一年法律第二百十四号）第十

一条第一項第一号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の

施設（二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で

定めるものに限る。） 

六 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法

律（平成二十年法律第九十三号）第十六条第六号に規定する施設 

七 自衛隊法施行令（昭和二十九年政令第百七十九号）第三十三条の二

に規定する陸上自衛隊高等工科学校 

八 国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第百九十二条

に規定する航空保安大学校並びに同令第二百五十四条に規定する海

上保安大学校及び海上保安学校 

九 前各号に掲げるもののほか、二十歳未満の者が主として利用する教

育施設として厚生労働省令で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用するものに限る。）を有するものとする。 

２ 令第三条第一号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学

支援金の支給に関する法律施行規則（平成二十二年文部科学省令第十三

号）第一条第一項第四号に掲げるものその他二十歳未満の者が主として

利用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施

設）  

第十三条 令第三条第五号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育

機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法（平成十一年法律第二百十四

号）による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修

科及び乗船実習科の施設とする。 

 

 

 

 

 

 

（令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設）  

第十四条 令第三条第九号の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとお

りとする。 

一 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十三条第三項第一

号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及

び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する施設 

二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和

二十二年法律第二百十七号）第二条第一項第一号及び第二号に規定す

る養成施設 

三 理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）第三条第三項に規定

する理容師養成施設 

四 栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第二条第一項に規定

する栄養士の養成施設 

五 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第十九条第

二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第二号に規定する助産師

養成所、同法第二十一条第三号に規定する看護師養成所及び同法第二

十二条第二号に規定する准看護師養成所 

六 歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条第二号に規

定する歯科衛生士養成所 

七 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第五条第一項に

規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号

に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関

並びに同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成

機関 

八 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十九条第一項第二号

に規定する養成機関 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定す

る病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定す

る助産所 

十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和三十五年法律第百四十五号）第二条第十二項に規定する薬

局 

十二 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規

定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院 

九 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第五十五条第三

項に規定する自動車整備士の養成施設（二十歳未満の者が主として利

用するものに限る。） 

十 診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二十条第

一号に規定する診療放射線技師養成所 

十一 歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第十四条第二号に

規定する歯科技工士養成所 

十二 美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項に規定

する美容師養成施設 

十三 臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第

十五条第一号に規定する臨床検査技師養成所 

十四 調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一号に規定

する調理師養成施設 

十五 理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）第

十一条第一号に規定する理学療法士養成施設及び同法第十二条第一

号に規定する作業療法士養成施設 

十六 製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）第五条第一号に規

定する製菓衛生師養成施設 

十七 柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第十二条第一項に規

定する柔道整復師養成施設 

十八 視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）第十四条第一号に

規定する視能訓練士養成所 

十九 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第四

十条第二項第一号に規定する養成施設 

二十 臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第十四条第一号に

規定する臨床工学技士養成所 

二十一 義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第十四条第一号

に規定する義肢装具士養成所 

二十二 救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第三十四条第一号に

規定する救急救命士養成所 

二十三 言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第三十三条第一号

に規定する言語聴覚士養成所 

二十四 独立行政法人国立青少年教育振興機構法（平成十一年法律第百

六十七号） 第十一条第一項第一号に規定する施設 

二十五 農業改良助長法施行令（昭和二十七年政令第百四十八号）第三

条第一号に規定する教育機関（二十歳未満の者が主として利用するも

のに限る。） 

二十六 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五

十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百六十条第三号、第百六十

一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部

科学大臣が別に指定する教育施設（二十歳未満の者が主として利用す

るものに限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を

処理するために使用する施設に限る。） 

六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙

目的施設以外の施設をいう。 

七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用す

る者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施

設として政令で定める要件を満たすものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空

機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。 

九 旅客運送事業自動車 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三

号）による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の

用に供する自動車をいう。 

十 旅客運送事業航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）

による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の

十三 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五

十号）第二十九条第一項に規定する難病相談支援センター 

十四 施術所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整

復師がその業務を行う場所をいう。）の用途に供する施設 

十五 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の二の二第

一項に規定する障害児通所支援事業（同条第五項に規定する居宅訪問

型児童発達支援若しくは同条第六項に規定する保育所等訪問支援の

みを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。）、同法第六条の三第

一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後

児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条

第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一

時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に

規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業

及び同条第十三項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第

七条第一項に規定する児童福祉施設並びに同法第五十九条第一項に

規定する施設（同法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする

ものを除く。） 

十六 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第二項に

規定する母子健康包括支援センター 

十七 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定

こども園 

十八 法務省設置法（平成十一年法律第九十三号）第八条第一項に規定

する少年院及び少年鑑別所 

 

 

 

（喫煙目的施設の要件） 

第四条 法第二十八条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれか

に該当することとする。 

一 施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするもの

であること。 

二 施設を利用する者に対して、たばこを販売する者によって、対面に

よりたばこを販売し、当該施設の屋内の場所において喫煙をする場所

を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさ

せる営業（通常主食と認められる食事を主として提供するものを除

く。）を行うものであること。 

三 施設を利用する者に対して、たばこ又は専ら喫煙の用に供するため

の器具の販売（たばこの販売にあっては、たばこを販売する者によっ

て、対面により販売している場合に限る。）をし、当該施設の屋内の場

所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とするもの

であること（設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除

く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。 

十一 旅客運送事業鉄道等 車両鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十

二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うものに限る。）及び索道事

業者（旅客の運送を行うものに限る。）並びに軌道法（大正十年法律第

七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客

の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。 

十二 旅客運送事業船舶 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七

号）による船舶運航事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の

運送を行うためその事業の用に供する船舶（船舶法（明治三十二年法

律第四十六号）第一条に規定する日本船舶に限る。）をいう。 

十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のう

ち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で

定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載し

た標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するた

めに必要な措置がとられた場所をいう。 

 

 

 

 

十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに

限る。）の用に供する場所をいう。 

 

 

第二節 受動喫煙を防止するための措置 

 

（特定施設等における喫煙の禁止等）  

第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各

号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定め

る場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしては

ならない。 

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 

イ 特定屋外喫煙場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以

外の屋内の場所 

四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 

五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三

項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所 

２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙

の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所

からの退出を命ずることができる。 

 

（特定施設等の管理権原者等の責務）  

第三十条 特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送

事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。）は、当該特定

施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を

喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置） 

第十五条 法第二十八条第十三号の規定による掲示は、標識（法第二十八条

第十三号に規定する標識をいう。次項第一号において同じ。）に表示すべ

き事項を容易に識別できるようにするものとする。 

２ 法第二十八条第十三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりと

する。 

一 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示する

こと。 

二 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫

煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止

場所からの退出を求めるよう努めなければならない。 

３ 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等

の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、

喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。 

４ 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施

設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなけ

ればならない。 

 

（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言） 

第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定

施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をするこ

とができる。 

 

（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等） 

第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一

項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態

で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器

具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することがで

きないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権

原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表する

ことができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権

原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等

に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

 

（喫煙専用室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及

び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号に

おいて同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所

の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋

内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準

として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項

第一号において「基準適合室」という。）の場所を専ら喫煙をすることが

できる場所として定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（喫煙専用室の技術的基準）  

第十六条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次

のとおりとする。 

一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メ

ートル毎秒以上であること。 

二 たばこの煙（蒸気を含む。以下この条及び第十八条において同じ。）

が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されてい

ること。 

三 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

２ 第二種施設等（法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。以

下この項において同じ。）の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合

であって、専ら喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等の一又

は二以上の階の全部の場所である場合における法第三十三条第一項の厚

生労働省令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙

が専ら喫煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出し

ないよう、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしては

ならない階へのたばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じら

れていることとする。 

 

（喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識の掲示）  

第十七条 法第三十三条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙



基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようと

するときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見

やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫

煙専用室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲

示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種

施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標

識（以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）を掲示

しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やす

い箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この

限りでない。 

一 喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基

準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）が設置さ

れている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙専用室が設置されている第二種施設等（以下この節において「喫煙

専用室設置施設等」という。）の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設

等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的

基準に適合するように維持しなければならない。 

５ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙

専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。 

６ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙

をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙

専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。 

７ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の

全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこ

ととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された

喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。 

 

（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十四条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造

又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなく

なったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、

当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室

設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識（喫煙専用室

設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該

喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生

労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）

を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働

省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を

停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設

等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施

設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管

理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識

別できるようにするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



きる。 

 

（喫煙目的室） 

第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場

所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定

施設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止する

ための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項

及び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をする

ことができる場所として定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の

基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やす

い箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下「喫煙目的室標識」とい

う。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲

示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目

的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標

識（以下「喫煙目的室設置施設標識」という。）を掲示しなければならな

い。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫

煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 喫煙目的室（前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基

準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。）が設置されてい

る旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設（以下「喫煙目的室設置施

設」という。）の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第

七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。 

５ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙

目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適

合するように維持しなければならない。 

６ 喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行

われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項に

おいて同じ。）の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の

第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項

を記載し、これを保存しなければならない。 

７ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目

的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（帳簿を備えることを要する喫煙目的室設置施設） 

第五条 法第三十五条第六項の政令で定める施設は、前条第二号又は第三

号に掲げる要件に該当する施設とする。 

 

 

 

 

 

 

 

（喫煙目的室の技術的基準）  

第十八条 法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次

のとおりとする。 

一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メ

ートル毎秒以上であること。 

二 たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって

区画されていること。 

三 たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

２ 喫煙目的施設の屋内が複数の階に分かれている場合であって、喫煙を

することができる場所が当該喫煙目的施設の一又は二以上の階の全部の

場所である場合における法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める技

術的基準は、前項の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をすることがで

きる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天井等によっ

て区画されていることその他の喫煙をしてはならない階へのたばこの煙

の流出を防止するための適切な措置が講じられていることとする。 

 

（喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識の掲示）  

第十九条 法第三十五条第二項又は同条第三項の規定による掲示は、喫煙

目的室標識又は喫煙目的室設置施設標識に記載された事項を容易に識別

できるようにするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（帳簿の記載事項）  

第二十条 法第三十五条第六項の厚生労働省令で定める事項は、たばこ事

業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二十二条第一項又は第二十六条第

一項の許可に関する情報とする。 

 

 

 

 



８ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営

業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところに

より、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らか

にしなければならない。 

 

 

 

 

 

９ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をする

ことができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室

において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。 

10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全て

の喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととした

ときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室

設置施設標識を除去しなければならない。 

 

（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の

政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設

置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室にお

いて掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲

示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室

設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室

設置施設の供用を停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が

前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認

めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的

室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設にお

いて掲示された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設に複数の

喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設

の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術

的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は

当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基

準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告す

ることができる。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施

設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができる。 

４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目

的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったとき

は、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずる

ことができる。 

 

（標識の使用制限） 

第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用

室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室

設置施設標識（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）

又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（喫煙目的室設置施設の営業に係る広告又は宣伝方法）  

第二十一条 喫煙目的室設置施設の管理権原者等（法第三十条第一項に規

定する管理権原者等をいう。）は、その営業について広告又は宣伝をする

ときは、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明瞭

かつ正確に表示するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室

設置施設等標識を掲示する場合 

二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙

目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室

設置施設標識を掲示する場合 

２ 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損

その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 

一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定に

より喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専

用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定に

よる勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として

喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合 

二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定によ

り喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的

室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規

定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置と

して喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合 

 

（立入検査等）  

第三十八条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、

特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止場所にお

ける専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫

煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、

特定施設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の

物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

 

（適用関係） 

第三十九条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場

所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所として

この章の規定を適用する。 

２ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において

現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運

送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。 

３ 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設

に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事

業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適

用する。 

４ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施

設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設

の場所としてこの章の規定を適用する。 

５ 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内

部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適

用する。 

 

（適用除外）  

第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定（第三十条第四項及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員の身分を証す証票） 

第二十二条 法第三十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、

別記様式第三号による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この条の規定を除く。以下この条において同じ。）は、適用しない。 

一 人の居住の用に供する場所（次号に掲げる場所を除く。） 

二 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定す

る旅館業の施設の客室の場所（同条第三項に規定する簡易宿所営業の

施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室（個室を除く。）

の場所を除く。） 

三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの 

 

 

 

 

 

 

２ 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合

においては、当該特定施設等の場所（当該同項各号に掲げる場所に該当す

る場所に限る。）については、この節の規定は、適用しない。 

３ 特定施設等の場所において一般自動車等（旅客運送事業自動車等以外

の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。）が現に運行している場合

における当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適

用しない。 

 

（受動喫煙に関する調査研究） 

第四十一条 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に

関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならな

い。 

 

（経過措置） 

第四十二条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は

改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定

又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

 

第七章 特別用途表示等 （略） 

 

   第八章 雑則 （略） 

 

第九章 罰則 

 

第七十条～第七十五条 （略） 

 

第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に

処する。 

一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定

に基づく命令に違反した者 

二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反

した者 

 

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に

処する。 

一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 

 

 

 

 

 

（適用除外） 

第六条 法第四十条第一項第三号の政令で定める場所は、次に掲げる場所

とする。 

一 法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄道等車両又は同

条第十二号に規定する旅客運送事業船舶の客室（宿泊の用に供する個

室に限る。）の場所 

二 宿泊施設の客室（個室に限る。）の場所（法第四十条第一項第二号に

規定する場所を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 

 

第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に

処する。 

一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せ

ず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 

二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し

くは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁

をした者 

三 （略） 

 

 

附 則〔平成三〇年七月二五日法律第七八号〕 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日 

三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から

起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

 

（既存特定飲食提供施設に関する特例） 

第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫

煙（第三条の規定による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第

二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以

下同じ。）の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における

受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日まで

の間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条

の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

 

法附則第２条の規定による 

「既存特定飲食提供施設に関する特例」に係る読み替え後の条文 

 

（特定施設等における喫煙の禁止等）  

第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各

号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定め

る場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしては

ならない。 

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 

イ 特定屋外喫煙場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙可能室の場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以

外の屋内の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則〔平成三一年二月二二日厚生労働省令第十七号〕 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律（平成三十年法律第

七十八号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成三十二年四月一日）

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 附則第六条の規定 公布の日 

二 第一条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

（平成三十一年七月一日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 

五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三

項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所 

２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙

の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所

からの退出を命ずることができる。 

 

（喫煙可能室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及

び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号に

おいて同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所

の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施

設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するた

めの基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及

び第三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をするこ

とができる場所として定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の

基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やす

い箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この条及び次条第一項に

おいて「喫煙可能室標識」という。）を掲示しなければならない。 

一 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙可能室標識を掲

示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種

施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標

 

 

 

 

 

 

 

（既存特定飲食提供施設に関する特例） 

第二条 改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた改正法第三

条の規定による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第三十三条

第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次の各号に掲げる場合に

応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

一 既存特定飲食提供施設（改正法附則第二条第二項に規定する既存特

定飲食提供施設をいう。以下この条において同じ。）の屋内の場所の一

部の場所を喫煙（新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。以下

同じ。）をすることができる場所として定める場合次のいずれにも該

当するものであること。 

イ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二

メートル毎秒以上であること。 

ロ たばこ（新法第二十八条第一号に規定するたばこをいう。以下こ

の条及び附則第四条第一項において同じ。）の煙（蒸気を含む。以

下同じ。）が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって

区画されていること。 

ハ たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

二 既存特定飲食提供施設の屋内の場所の全部の場所を喫煙をするこ

とができる場所として定める場合（その室外の場所が第二種施設等

（新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等をいう。次条第二項

及び附則第四条第一項において同じ。）の屋内又は内部の場所にある

場合に限る。） たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天

井等によって区画されていること。 

２ 既存特定飲食提供施設の屋内が複数の階に分かれている場合であっ

て、喫煙をすることができる場所が当該既存特定飲食提供施設の一又は

二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第二条第一項の

規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省令で定め

る技術的基準は、前項第一号の規定にかかわらず、たばこの煙が喫煙をす

ることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよう、壁、天

井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならない階への

たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられていることと

する。 

３ 喫煙可能室標識（改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられ

た新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識をいう。）及び喫煙可

能室設置施設標識（改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられ

た新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識をいう。）

（以下この項において「喫煙可能室標識等」という。）は、当該喫煙可能

室標識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとす

る。 

 

 

 

 



識（以下この条及び次条第一項において「喫煙可能室設置施設標識」とい

う。）を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出

入口の見やすい箇所に、既に喫煙可能室設置施設標識が掲示されている

場合は、この限りでない。 

一 喫煙可能室（前項の規定により喫煙可能室標識が掲示されている基

準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）が設置さ

れている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 喫煙可能室が設置されている第二種施設等（以下この条及び次条にお

いて「喫煙可能室設置施設」という。）の管理権原者は、当該喫煙可能室

設置施設の喫煙可能室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める

技術的基準に適合するように維持しなければならない。 

５ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙可

能室設置施設の喫煙可能室に立ち入らせてはならない。 

６ 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をする

ことができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙可能室

において掲示された喫煙可能室標識を除去しなければならない。 

７ 喫煙可能室設置施設の管理権原者は、当該喫煙可能室設置施設の全て

の喫煙可能室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととした

ときは、直ちに、当該喫煙可能室設置施設において掲示された喫煙可能室

設置施設標識を除去しなければならない。 

 

（喫煙可能室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十四条 都道府県知事は、喫煙可能室設置施設の喫煙可能室の構造又

は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくな

ったと認めるときは、当該喫煙可能室設置施設の管理権原者に対し、当該

喫煙可能室において掲示された喫煙可能室標識及び当該喫煙可能室設置

施設において掲示された喫煙可能室設置施設標識（喫煙可能室設置施設

に複数の喫煙可能室が設置されている場合にあっては、当該喫煙可能室

設置施設の全ての喫煙可能室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定

める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去

し、又は当該喫煙可能室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める

技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙可能室の供用を停止すること

を勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙可能室設置施設

の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること

ができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙可能室設置施

設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理

権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

 

 

２ 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する

第二種施設（新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。）のう

ち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる

施設（次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施

設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。）をい

う。 

一 大規模会社（資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



いう。次号において同じ。） 

二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げ

るもの 

イ その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一

の大規模会社の所有に属している会社 

ロ その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規

模会社の所有に属している会社（イに掲げるものを除く。） 

３ 喫煙可能室設置施設（第一項の規定により読み替えられた新法第三十

三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則

第四条第二項第三号において同じ。）の管理権原者（新法第二十六条に規

定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条において同じ。）は、

前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類と

して厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。 

 

４ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する

管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。）

は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可

能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 改正法附則第二条第三項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおり

とする。 

一 喫煙可能室設置施設（改正法附則第二条第一項の規定により読み替

えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をい

う。以下この条において同じ。）の客席部分の床面積に係る資料 

二 喫煙可能室設置施設が会社により営まれるものである場合にあっ

ては、当該会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料 

 

 

 

 

 

５ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する

管理権原者等をいう。次条第四項において同じ。）は、その営業について

広告又は宣伝をするときは、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置

施設である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。 

６ 喫煙可能室設置施設の管理権原者（新法第二十六条に規定する管理権

原者をいう。以下この条及び附則第四条第一項において同じ。）は、喫煙

可能室（改正法附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三

十三条第三項に規定する喫煙可能室をいう。第八項及び第四条第二項に

おいて同じ。）を設置したときは、速やかに、附則様式第一号により、喫

煙可能室設置施設（新法第二十八条第十一号に規定する旅客運送事業鉄

道等車両及び同条第十二号に規定する旅客運送事業船舶（以下この条及

び附則第四条第一項において「旅客運送事業鉄道等車両等」という。）に

所在するものを除く。）にあっては当該喫煙可能室設置施設の所在地の都

道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。

以下この条において同じ。）に、喫煙可能室設置施設（旅客運送事業鉄道

等車両等に所在するものに限る。）にあっては当該喫煙可能室設置施設の

管理権原者の住所地（法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下この

条において同じ。）の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出るものと

する。 

一 喫煙可能室設置施設（旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを

除く。）にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び所在地 

二 喫煙可能室設置施設（旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに

限る。）にあっては、当該喫煙可能室設置施設の名称及び当該喫煙可能

室設置施設が所在する旅客運送事業鉄道等車両等の車両番号その他

これに類する当該旅客運送事業鉄道等車両等を識別するための文字、

番号、記号その他の符号 

三 喫煙可能室設置施設の管理権原者の氏名及び住所（法人にあって

は、喫煙可能室設置施設の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地

及び代表者の氏名） 

７ 前項の規定により届出を行った喫煙可能室設置施設（以下この項及び

次項において「届出施設」という。）の管理権原者は、前項各号に掲げる



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区

長。次条第三項において同じ。）は、この条の規定の施行に必要な限度に

おいて、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置

施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可

能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができ

る。 

６ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

７ 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

８ 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者 

二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同

項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の

規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

 

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 

第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並び

に次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」という。）の管

理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定

たばこ（新法第二十八条第一号に規定するたばこ（以下この項において

「たばこ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸気を含む。）

が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚

生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。）のみの喫

煙（新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。）をすることができる

場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新

法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用について

は、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康

に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げ

る新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ

る字句とする。 

 

法附則第３条の規定による 

「指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置」に係る読み替え後の条文 

 

（特定施設等における喫煙の禁止等）  

第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各

事項を変更したときは、遅滞なく、附則様式第一号の二による届出書に変

更の事実を証明することができる書類を添えて、その旨を、届出施設（旅

客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除く。）にあっては当該届出施

設の所在地の都道府県知事に、届出施設（旅客運送事業鉄道等車両等に所

在するものに限る。）にあっては当該届出施設の管理権原者の住所地の都

道府県知事に届け出るものとする。 

８ 届出施設の管理権原者は、喫煙可能室の場所を喫煙をすることができ

る場所としないこととしたときは、遅滞なく、附則様式第一号の三によ

り、その旨を、届出施設（旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものを除

く。）にあっては当該届出施設の所在地の都道府県知事に、届出施設（旅

客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。）にあっては当該届出施

設の管理権原者の住所地の都道府県知事に届け出るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

９ 改正法附則第二条第六項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則

様式第二号による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定め

る場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしては

ならない。 

一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 

イ 特定屋外喫煙場所 

ロ 喫煙関連研究場所 

二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室の場

所 

ロ 喫煙関連研究場所 

三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以

外の屋内の場所 

四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 

五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三

項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室以外の内部の場所 

２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙

の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所

からの退出を命ずることができる。 

 

（指定たばこ専用喫煙室） 

第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及

び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号に

おいて同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所

の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋

内又は内部の場所に限る。）への指定たばこ（たばこのうち、当該たばこ

から発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでない

たばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において

同じ。）の煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技

術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号において「基準適合室」と

いう。）の場所を喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条におい

て同じ。）をすることができる場所として定めることができる。 

 

 

 

 

 

 

２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の

基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとする

ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やす

い箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この条及び次条第一項に

おいて「指定たばこ専用喫煙室標識」という。）を掲示しなければならな

い。 

一 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨 

二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により指定たばこ専用喫煙

室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、

当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を

記載した標識（以下この条及び次条第一項において「指定たばこ専用喫煙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 

第三条 改正法附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第三十

三条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 

一 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メ

ートル毎秒以上であること。 

二 指定たばこ（改正法附則第三条第一項に規定する指定たばこをい

う。以下この条において同じ。）の煙が室内から室外に流出しないよ

う、壁、天井等によって区画されていること。 

三 指定たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。 

２ 第二種施設等の屋内又は内部が複数の階に分かれている場合であっ

て、指定たばこのみの喫煙をすることができる場所が当該第二種施設等

の一又は二以上の階の全部の場所である場合における改正法附則第三条

第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第一項の厚生労働省

令で定める技術的基準は、前項の規定にかかわらず、指定たばこの煙が喫

煙をすることができる階から喫煙をしてはならない階に流出しないよ

う、壁、天井等によって区画されていることその他の喫煙をしてはならな

い階への指定たばこの煙の流出を防止するための適切な措置が講じられ

ていることとする。 

３ 指定たばこ専用喫煙室標識（改正法附則第三条第一項の規定により読

み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標

識をいう。）及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識（改正法附則第三

条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する

指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識をいう。）（以下この項において「指

定たばこ専用喫煙室標識等」という。）は、当該指定たばこ専用喫煙室標

識等に記載された事項を容易に識別できるように掲示するものとする。 

 

 

 

 

 

 



室設置施設等標識」という。）を掲示しなければならない。ただし、当該

第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に指定たばこ専用喫

煙室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。 

一 指定たばこ専用喫煙室（前項の規定により指定たばこ専用喫煙室標

識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項に

おいて同じ。）が設置されている旨 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

４ 指定たばこ専用喫煙室が設置されている第二種施設等（以下この条及

び次条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等」という。）の管理権

原者は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の指定たばこ専用喫煙室

の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合する

ように維持しなければならない。 

５ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者

を当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の指定たばこ専用喫煙室に立ち

入らせてはならない。 

６ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者は、指定たばこ専用喫

煙室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとする

ときは、当該指定たばこ専用喫煙室において掲示された指定たばこ専用

喫煙室標識を除去しなければならない。 

７ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者は、当該指定たばこ専

用喫煙室設置施設等の全ての指定たばこ専用喫煙室の場所を喫煙をする

ことができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該指定たばこ専

用喫煙室設置施設等において掲示された指定たばこ専用喫煙室設置施設

等標識を除去しなければならない。 

 

（指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等） 

第三十四条 都道府県知事は、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の指定た

ばこ専用喫煙室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技

術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定たばこ専用喫煙

室設置施設等の管理権原者に対し、当該指定たばこ専用喫煙室において

掲示された指定たばこ専用喫煙室標識及び当該指定たばこ専用喫煙室設

置施設等において掲示された指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識（指

定たばこ専用喫煙室設置施設等に複数の指定たばこ専用喫煙室が設置さ

れている場合にあっては、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の全て

の指定たばこ専用喫煙室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める

技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、

又は当該指定たばこ専用喫煙室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で

定める技術的基準に適合するまでの間、当該指定たばこ専用喫煙室の供

用を停止することを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた指定たばこ専用喫煙

室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を

公表することができる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定たばこ専用喫

煙室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったと

きは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ず

ることができる。 

 

 

２ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等（前項の規定により読み替えられた

新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



う。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。）の管理権原者等は、

当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をす

るときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙

室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにし

なければならない。 

３ 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たば

こ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫

煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職

員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用

喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 

５ 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

６ 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の

規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定によ

る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以

下の過料に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（標識の使用制限に関する経過措置） 

第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場

合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等（次条第二項にお

いて「特定施設等」という。）において新法第三十三条第二項に規定する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等（改正法附則第三条第一項の規定に

より読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫

煙室設置施設等をいう。以下この項において同じ。）の管理権原者等は、

当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をす

るときは、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙

室設置施設等である旨を明瞭かつ正確に表示するものとする。 

５ 改正法附則第三条第四項に規定する職員の身分を示す証明書は、附則

様式第三号による。 

 

 

 

 

 

 

（喫煙専用室等の技術的基準に関する経過措置） 

第四条 第二種施設等又は喫煙目的施設（この省令の施行の際現に存する

建築物又は旅客運送事業鉄道等車両等に所在するものに限る。）の屋内又

は内部の場所に喫煙をすることができる場所（以下この項において「喫煙

場所」という。）を定めようとする場合であって、当該第二種施設等又は

当該喫煙目的施設の管理権原者の責めに帰することができない事由によ

って当該場所において第二条の規定による改正後の健康増進法施行規則

第十六条第一項若しくは第十八条第一項又はこの省令附則第二条第一項

若しくは前条第一項に規定する技術的基準（以下この項において「一般的

基準」という。）を満たすことが困難であるものに係る技術的基準につい

ては、これらの規定にかかわらず、当該喫煙場所において、たばこの煙を

十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一

般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度にたばこの煙の流出を

防止することができることとする。 

２ 前項に規定する措置を講じている喫煙専用室、喫煙目的室、喫煙可能室

又は指定たばこ専用喫煙室（以下この項において「喫煙専用室等」とい

う。）を設置した場合における新法第三十三条第三項第二号若しくは第三

十五条第三項第二号又は改正法附則第二条第一項若しくは第三条第一項

により読み替えられた新法第三十三条第三項第二号に規定する厚生労働

省令で定める事項は、当該喫煙専用室等が前項に規定する措置を講じら

れているものである旨とする。 

 

 

 

 



喫煙専用室標識（以下この条において「喫煙専用室標識」という。）、新法

第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識（以下この条に

おいて「喫煙専用室設置施設等標識」という。）、新法第三十五条第二項に

規定する喫煙目的室標識（以下この条において「喫煙目的室標識」とい

う。）、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識（以下こ

の条において「喫煙目的室設置施設標識」という。）、附則第二条第一項の

規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室

標識（以下この条において「喫煙可能室標識」という。）、附則第二条第一

項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可

能室設置施設標識（以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」とい

う。）、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に

規定する指定たばこ専用喫煙室標識（以下この条において「指定たばこ専

用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の規定により読み替えられ

た新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標

識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」とい

う。）（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙

専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 

一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により

喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専

用室設置施設等標識を掲示する場合 

二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新

法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又

は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 

三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者

が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の

規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定に

より喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合 

四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えら

れた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識

を掲示する場合又は同条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室

設置施設等標識を掲示する場合 

２ 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を

除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識

別を困難にする行為をしてはならない。 

一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権

原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条

第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は

新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定

に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置

施設等標識を除去する場合 

二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原

者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第

十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法

第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第

四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙

目的室設置施設標識を除去する場合 

三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定によ

り読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標

識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識

を除去する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定

に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置

施設標識を除去する場合 

四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規

定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定た

ばこ専用喫煙室標識を除去する場合、同条第七項の規定により指定た

ばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規

定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若

しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ

専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去す

る場合 

３ 前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務） 

第五条 第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に

規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現

に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない

受動喫煙（第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三

号に規定する受動喫煙をいう。）を防止するため、当該使用する者又は当

該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 特定施設等（新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。）に

おいてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該

業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者

又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければな

らない。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第六条 この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）

の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。 

 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律

の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式に関する経過措置） 

第五条 この省令の施行の際この省令による改正前の健康増進法施行規則

別記様式第一号及び第二号並びにこの省令第一条の規定による改正後の

健康増進法施行規則別記様式第三号（次項において「旧様式」という。）

により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるも

のとみなす。 

２ この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

 

（準備行為） 

第六条 附則第二条第六項の届出は、この省令の施行前においても行うこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

（地方自治法の一部改正） 

第九条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改

正する。 

別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項中「第二十六条

第二項及び第二十七条第一項（第二十九条第二項」を「第四十三条第二

項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項」に改める。 

 

（登録免許税法の一部改正） 

第十条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように

改正する。 

別表第一第七十三号中「第二十六条第三項」を「第四十三条第三項」

に改める。 

 

（労働安全衛生法の一部改正） 

第十一条 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第六十八条の二中「事業者は、」の下に「室内又はこれに準ずる環境に

おける」を加え、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの

煙を吸わされること」を「健康増進法（平成十四年法律第百三号）第二

十五条の四第三号に規定する受動喫煙」に改める。 

第七十条の三中「（平成十四年法律第百三号）」を削る。 

 

第十二条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。 

第六十八条の二中「第二十五条の四第三号」を「第二十八条第三号」

に改める。 

 

（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正） 

第十三条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十六年法

律第百三十五号）の一部を次のように改正する。 

第十五条第二項第二号中「第二十六条第三項（同法第二十九条第二項」

を「第四十三条第三項（同法第六十三条第二項」に、「第二十六条第一項」

を「第四十三条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十三条第一項」

に改め、同項第三号中「第二十七条第五項（同法第二十九条第二項及び

第三十二条第三項」を「第六十一条第五項（同法第六十三条第二項及び

第六十六条第三項」に改める。 

 

（消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正） 

第十四条 消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八

号）の一部を次のように改正する。 

第四条第一項第二十号中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」

に、「第三十一条第一項」を「第六十五条第一項」に改める。 

 

 


